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１．計画策定の目的 

 
本市では、地域の課題や地域公共交通の現状・問題点などを踏まえ、市が目指す将来像

を実現するうえで公共交通の果たすべき役割を明らかにするとともに、市民の暮らしと外

出を支援し、かつ、持続可能な公共交通網を実現するため、その基本方針、施策体系を示

すマスタープランとして、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく「常総

市地域公共交通計画（以下、地域公共交通計画）」を令和 3 年（2021）年 3 月に策定し

ました。 

地域公共交通計画では「あって安心、使って便利、みんなで支える公共交通」を基本方

針に掲げ、その実現に向けて、地域特性に応じた持続可能な地域公共交通網の構築など各

種施策を推進することとしております。 

その地域公共交通計画に基づき、本市の実情に適した地域公共交通網を構築するための

アクションプランとして、「常総市地域公共交通利便増進実施計画（以下、本計画）」を策

定します。 

 
 
 
２．実施区域 

 
本計画の実施区域は、地域公共交通計画の区域と同じく、常総市全域とします。 

なお、事業の内容から必要に応じて、関係市町と協議を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



-2- 

３．実施予定期間 

 
本計画の期間は、地域公共交通計画の計画期間に合わせて、令和 4 年度（2022 年度）

から令和 7年度（2025 年度）までの 4 年間とします。 

本計画に基づく施策・事業は、令和 5 年 4月より開始します。 

計画期間内は PDCA サイクルの考え方に沿って、社会情勢の変化による公共交通への影

響等もふまえて、軽微な見直しを行います。 

計画期間終了後も本計画の評価・検証を行い、持続的な公共交通網の構築に向けて施策・

事業の検討・実施を行っていきます。 

 

年度 平成 30 令和 1 令和 2 令和 3 令和 4 令和 5 令和 6 令和 7 

上位･ 

関連 

計画 

       

 

地域 

公共 

交通 

       

 

 

 

 

 

 

  

常総市地域公共交通計画 
（R3～R7） 

常総市地域公共交通 

利便増進実施計画 
（R4～R7） 

計画に基づく再編 

常総市立地適正化計画（R3～R22） 

常総市都市計画マスタープラン（H22～R12） 

常総市産業振興ビジョン（R1～R5） 

常総市総合計画（H30～R9） 

常総市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

常総市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略（R3～R7） 
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４．事業の内容・実施主体 

 

（１）地域公共交通計画と再編方針 

地域公共交通計画において掲げる基本目標及び施策のうち、基本目標１を達成するために

行う施策①について、地域公共交通利便増進事業として取り組みます。なお、他の施策につ

いても必要に応じて取り組むものとします。 

地域公共交通計画で示している再編後の地域公共交通網のイメージは次のとおりです。 

 

■地域公共交通計画の目標と施策 

地域公共交

通計画の 

目標 

施策 事業概要 実施主体 

基本目標 1 

まちづくり

に対応した

地域公共交

通網の構築 

施策① 

地域特性に応じ

た公共交通サー

ビスの提供 

取組①-1 

地域特性に対応した地域公共交通網の再編 

交通事業者 

常総市 

取組①-2 

地域内移動を支える新たな公共交通ネット

ワークの形成 

交通事業者 

常総市 

取組①-3 

広域移動手段の維持・確保 

交通事業者 

常総市 

 
＜地域公共交通計画で示した再編後の地域公共交通網のイメージ＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

＜コミュニティバス＞ 

・市内の各地域（居住地）から拠点

への地域内移動を支える。 

・各地域から拠点を結ぶ「支線軸」

の役割を担う。 

＜路線バス＞ 

・常総市からつくば市，土浦市，守谷市の主

要施設をつなぐ，地域間移動を支える。 

・地域間を結ぶ「幹線軸」の役割を担う。 

＜水海道駅周辺，石下駅周辺＞ 

・居住誘導区域や都市機能誘導区域に位置づけられ

ており，主要な交通結節点となる。 

・市内からコミュニティバスや乗合タクシーで，水海道駅

周辺や石下駅周辺まで移動し，そこから路線バスや

鉄道に円滑に接続できるように整備する。 

＜鉄道＞ 

・常総市から守谷市，下妻市への

地域間移動を支える。 

・地域間を結ぶ「幹線軸」の役割を

担う。 

筑波総合クリニック 

（筑波記念病院） 

筑波大学 

附属病院 

筑波メディカルセンター病院 

筑波学園病院 

守谷第一病院 

守谷慶友病院 

：道の駅（新たな拠点） ：都市機能誘導区域 ：居住誘導区域 

：幹線軸 ：支線軸 

目指す公共交通ネットワーク 
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■再編方針 

➢ コミュニティバスの新規運行（取組①-1，2） 

・地域公共交通計画の基本目標である「まちづくりに対応した地域公共交通網の構築」

を実現する観点から、地域から拠点の接続を強化するため、地域（居住地）から中

心拠点・地域拠点への地域内移動に対応する、コミュニティバスの新規運行を検討

する。 

・中心拠点や地域拠点から各地域を結ぶ「支線」の役割を担うことを想定している。 

＜案①＞ 

 ・人口がある程度集中している地区をカバーしつつ、中心拠点や地域拠点間を運行す

る往復型のネットワークを検討する。 

＜案②＞ 

 ・市内の各地区を網羅的に運行する循環型のネットワークを検討する。 

＜案③＞ 

 ・各地区の特性や交通モードの状況を考慮し、案①と案②を使い分けもしくは組み合

わせたネットワークを検討する。 

 

 

➢ 乗合タクシーの維持・効率化（取組①-1） 

・乗合タクシーの予約型乗合交通ふれあい号（以下、ふれあい号）は、利用状況や上記

の新規運行との役割分担により、現行維持もしくは一部効率化を図るほか、AI 等の先

進技術の活用を検討する。 

 

 

➢ 路線バスの再編（取組①-1，3） 

・常総市とつくば市、土浦市、守谷市をつないでいる路線（水海道駅～土浦駅西口、岩

井 BT～きぬの里～守谷駅西口）については、基本的には現行どおり運行を維持する。 

・その他の路線（石下駅～つくばセンター・土浦駅、石下駅～下妻駅、石下駅～鬼怒中

前）については、利用状況や隣接市との調整をもとに、現行維持、一部変更、効率化

について検討する。 
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（２）地域公共交通の全体像の変化 

再編前 

 

再編後 
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（３）本計画にて取り組む地域公共交通利便増進事業 

地域公共交通計画と再編方針を踏まえ、本計画にて取り組む地域公共交通利便増進事業の対象路線や再編内容を整理します。 

役割 交通モード 路線名 運行事業者 主な利用対象者 再編の考え方 再編内容 

地域間 路線バス 

水海道駅～土浦駅西口 関東鉄道株式会社 

・常総市からつくば市、土浦市方面への通勤・

通学者。 

・市外病院への通院者。 

・案①：現状維持 

・案②：新規運行予定のコミュニ

ティバスと整合性を図る。 

案①：現状維持 

案②：一部効率化（ルー

ト，ダイヤ等の変更） 

― 

第 4 号事業 

岩井 BT～きぬの里 

～守谷駅西口 
関東鉄道株式会社 

・常総市から守谷市方面への通勤・通学者。 

・市外病院への通院者。 

・案①：現状維持 

・案②：新規運行予定のコミュニ

ティバスと整合性を図る。 

案①：現状維持 

案②：一部効率化（ルー

ト，ダイヤ等の変更） 

― 

第 4 号事業 

石下駅～ 

つくばセンター・土浦駅 

関鉄パープルバス 

株式会社 

・常総市からつくば市、土浦市方面への通勤・

通学者。 

・市外病院への通院者。 

・案①：現状維持 

・案②：新規運行予定のコミュニ

ティバスと整合性を図る。 

案①：現状維持 

案②：一部効率化（ルー

ト，ダイヤ等の変更） 

― 

第 4 号事業 

石下駅～鬼怒中前 
関鉄パープルバス 

株式会社 
・三妻小学校へ通学する児童。 

・案①：現状維持 

・案②：新規運行予定のコミュニ

ティバスと整合性を図る。 

案①：現状維持 

案②：一部効率化（ルー

ト，ダイヤ等の変更） 

― 

第 4 号事業 

石下駅～下妻駅 
関鉄パープルバス 

株式会社 

・冬期休暇の平日のみの運行のため、対象者

は設定しない。 

・案①：現状維持 

・案②：新規運行予定のコミュニ

ティバスと整合性を図る。 

案①：現状維持 

案②：一部効率化（ルー

ト，ダイヤ等の変更） 

― 

第 4 号事業 

地域内 

コミュニティバス 未定 未定 

・水海道駅周辺または石下駅周辺の市街地へ

の通勤・通学者および買物・通院者。 

・ルート沿線の企業や学校等への通勤・通学

者および商業施設や医療施設への買物・通

院者。 

・水海道駅または石下駅を利用した市外への

移動者および市内への移動者。 

・地域（居住地）から中心拠点や

地域拠点への接続を強化する地

域内支線の役割を持つ支線とし

て新設する。 

・運行系統の新設 第 1 号事業 

ふれあい号  

関鉄タクシー株式会社 

松並タクシー有限会社 

有限会社三妻タクシー 

水海道ハイヤー有限会社 

石塚タクシー有限会社 

・市内で買物や通院等をする市民。 

・案①：現状維持 

・案②：新規運行予定のコミュニ

ティバスと整合性を図る。 

案①：現状維持 

案②：一部効率化（AI

の導入等） 

－ 

第 1 号事業 
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（４）交通モード別の再編内容 

①路線バスの運行概要 

■再編前後の路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜再編前の路線図＞路線バス 
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＜再編後の路線図＞路線バス 
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■各路線の運行概要 

①水海道駅～土浦駅西口 運行概要 ［現状維持もしくは運賃の変更］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 
通勤、通学、買物、通院（土浦駅駅周辺の市街地） 

通勤、通学、買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 1 系統 

期間・曜日 通年・全日 

運行時間帯 
平日  ：６時台～２０時台 

土日祝日：７時台～１８時台 

運行回数 
平日  ：７便 

土日祝日：４便 

運 行 事 業 者 関東鉄道株式会社 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 
 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号  

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
  

運 賃   
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①水海道駅～農林団地中央～土浦駅西口 運行概要 ［現状維持もしくは運賃の変更］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 
通勤、通学、買物、通院（土浦駅駅周辺の市街地） 

通勤、通学、買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 1 系統 

期間・曜日 通年・平日 

運行時間帯 平日：８時台～１９時台 

運行回数 平日：６便 

運 行 事 業 者 関東鉄道株式会社 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 
 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号  

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
  

運 賃   
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農林団地中央経由

1 水海道駅 〇 〇
2 踏切 〇 〇
3 市役所前 〇 〇
4 きぬ医師会病院 〇 〇
5 北新井木 〇 〇
6 長助入口 〇 〇
7 大和橋 〇 〇
8 押砂 〇 〇
9 根新田 〇 〇

10 水門 〇 〇
11 福岡寺前 〇 〇
12 福岡 〇 〇
13 逆川 〇 〇
14 花島新田 〇 〇
15 みどりの駅 〇 〇
16 萱丸 〇 〇
17 萱丸三差路 〇 〇
18 西町坂下 〇 〇
19 西町 〇 〇
20 谷田部四ツ角 〇 〇
21 谷田部中央 〇 〇
22 谷田部坂町 〇 〇
23 谷田部台町 〇 〇
24 台町新田 〇 〇
25 通横場 〇 〇
26 筑波学園病院前 〇 〇
27 谷田部車庫 〇
28 農村工学研究所 〇
29 農林団地中央 〇
30 動物衛生研究所 〇
31 榎戸 〇 〇
32 館野変電所前 〇 〇
33 館野 〇 〇
34 赤塚 〇 〇
35 環境研究所入口 〇 〇
36 気象台 〇 〇
37 五十塚 〇 〇
38 大角豆 〇 〇
39 並木団地南 〇 〇
40 学園並木 〇 〇
41 並木中学校前 〇 〇
42 並木三丁目学園 〇 〇
43 桜南小学校前 〇 〇
44 下大角豆 〇 〇
45 広岡 〇 〇
46 常総学院入口 〇 〇
47 中村 〇 〇
48 永国 〇 〇
49 天川団地入口 〇 〇
50 土浦四中入口 〇 〇
51 中高津 〇 〇
52 国立病院入口 〇 〇
53 土浦橋 〇 〇
54 千束町 〇 〇
55 土浦一中前 〇 〇
56 亀城公園前 〇 〇
57 桜橋 〇 〇
58 川口町 〇 〇
59 土浦駅 〇 〇

停留所名
水海道駅～土浦駅西口
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②岩井 BT～きぬの里～守谷駅西口 運行概要 ［現状維持もしくは運賃の変更］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 
通勤、通学、買物、通院（守谷駅周辺の市街地） 

通勤、通学、買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 1 系統 

期間・曜日 通年・全日 

運行時間帯 
平日  ：６時台～２０時台 

土日祝日：８時台～１８時台 

運行回数 
平日  ：１２便 

土日祝日：７便 

運 行 事 業 者 関東鉄道株式会社 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 
 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号  

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
  

運 賃   
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②内守谷工業団地～きぬの里～守谷駅西口 運行概要 ［現状維持もしくは運賃の変更］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 
通勤、通学、買物、通院（守谷駅周辺の市街地） 

通勤、通学、買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 1 系統 

期間・曜日 通年・全日 

運行時間帯 
平日  ：８時台～２０時台 

土日祝日：９時台～１７時台 

運行回数 
平日  ：３９便 

土日祝日：９便 

運 行 事 業 者 関東鉄道株式会社 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 
 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号  

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
  

運 賃   
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②きぬの里～守谷駅西口 運行概要 ［現状維持もしくは運賃の変更］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 
通勤、通学、買物、通院（守谷駅周辺の市街地） 

通勤、通学、買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 1 系統 

期間・曜日 通年・全日 

運行時間帯 
平日  ：５時台～２２時台 

土日祝日：６時台～２１時台 

運行回数 
平日  ：１８便 

土日祝日：１０便 

運 行 事 業 者 関東鉄道株式会社 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 
 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号  

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
  

運 賃   
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②茨城県自然博物館～きぬの里～守谷駅西口 運行概要 ［現状維持もしくは運賃の変更］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 
通勤、通学、買物、通院（守谷駅周辺の市街地） 

通勤、通学、買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 1 系統 

期間・曜日 通年・土日祝日 

運行時間帯 土日祝日：９時台～１６時台 

運行回数 土日祝日：６便 

運 行 事 業 者 関東鉄道株式会社 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 
 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号  

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
  

運 賃   
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停留所名
きぬの里～
守谷駅西口

1 守谷駅西口 ○

2 守谷営業所 ○

3 前川製作所前 ○

4 立沢 ○

5 御所ヶ丘小入口 ○

6 市民交流プラザ前 ○

7 素住台歩道橋 ○

8 久保ケ丘 ○

9 せせらぎの小路 ○

10 小絹小学校 ○

11 きぬの里二丁目 ○

12 巣立山公園 ○

13 きぬの里中央 ○

14 きぬの里三丁目 ○

15 そよそよ公園 ○

16 きぬの里 ○

停留所名
岩井BT～

きぬの里～
守谷駅西口

停留所名
内守谷工業団地～

きぬの里～
守谷駅西口

停留所名
茨城県自然博物館～

きぬの里～

守谷駅西口

17 内守谷工業団地北 ○ 17 内守谷工業団地入口 ○ 17 内守谷工業団地北 ○

18 菅生南 ○ 18 内守谷工業団地中央 ○ 18 菅生南 ○

19 原入口 ○ 19 内守谷工業団地南 ○ 19 原入口 ○

20 法師戸 ○ 20 内守谷工業団地 ○ 20 法師戸 ○

21 下矢作 ○ 21 下矢作 ○

22 自然博物館入口 ○ 22 自然博物館入口 ○

23 七郷小入口 ○ 23 茨城県自然博物館 ○

24 中里 ○

25 辺田三差路 ○

26 辺田香取神社前 ○

27 原口 ○

28 岩井局前 ○

29 本町 ○

30 岩井バスターミナル ○
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③石下駅～つくばセンター・土浦駅 運行概要 ［現状維持もしくは運賃の変更］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 

通勤、通学、買物、通院（つくばセンター、土浦駅周

辺の市街地） 

通勤、通学、買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 1 系統 

期間・曜日 通年・全日 

運行時間帯 
平日  ：６時台～１９時台 

土日祝日：６時台～１９時台 

運行回数 
平日  ：６便 

土日祝日：６便 

運 行 事 業 者 関鉄パープルバス株式会社 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 
 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号  

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
  

運 賃   
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1 石下駅 〇
2 石下駅入口 〇
3 新石下 〇
4 八幡町 〇
5 新石下三差路 〇
6 石下保育所前 〇
7 横堤 〇
8 石下紫峰高校前 〇
9 豊田西 〇

10 長峰橋 〇
11 上郷 〇
12 上郷大宿 〇
13 大宿三区 〇
14 重ケ下 〇
15 手子生 〇
16 一本松 〇
17 豊里中学校前 〇
18 高野 〇
19 酒丸 〇
20 中東 〇
21 遠東 〇
22 東山 〇
23 東山住宅入口 〇
24 西平塚 〇
25 西平塚三差路 〇
26 西平塚入口 〇
27 春日三丁目 〇
28 春日一丁目 〇
29 筑波大学病院 〇
30 筑波メディカルセンター前 〇
31 筑波大学春日エリア前 〇
32 吾妻小学校 〇
33 つくばセンター 〇
34 吾妻住宅 〇
35 吾妻四丁目 〇
36 竹園一丁目 〇
37 竹園二丁目 〇
38 学園竹園 〇
39 竹園高校前 〇
40 花室交差点 〇
41 花室観音入口 〇
42 古来 〇
43 吉瀬 〇
44 宍塚 〇
45 土浦監督署・ハローワーク入口 〇
46 粕毛 〇
47 田中二丁目北 〇
48 田中町 〇
49 田中一丁目北 〇
50 土浦二高 〇
51 亀城公園前 〇
52 桜橋 〇
53 川口町 〇
54 土浦駅 〇

停留所名
石下駅～つくばセンター

～土浦駅
 

 

  



-19- 

④石下駅～鬼怒中前 運行概要 ［現状維持もしくは運賃の変更］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 通勤、通学、買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 1 系統 

期間・曜日 通年・平日 

運行時間帯 平日：７時台～１６時台 

運行回数 平日：２便 

運 行 事 業 者 関鉄パープルバス株式会社 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 
 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号  

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
  

運 賃   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-20- 

1 石下駅 ○
2 石下駅入口 ○
3 新石下 ○
4 八幡町 ○
5 新石下三差路 ○
6 大房 ○
7 上三坂 ○
8 三坂 ○
9 中三坂 ○

10 南三坂 ○
11 山戸内 ○
12 白畑 ○
13 三妻 ○
14 鬼怒中学校前 ○

停留所名 石下駅～鬼怒中前
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⑤石下駅～下妻駅 運行概要 ［現状維持もしくは運賃の変更］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 
通勤、通学、買物、通院（下妻駅周辺の市街地） 

通勤、通学、買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 1 系統 

期間・曜日 冬期休暇期間・平日 

運行時間帯 平日：１５時台 

運行回数 平日：１便 

運 行 事 業 者 関鉄パープルバス株式会社 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 
 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号  

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
  

運 賃   
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1 石下駅 ○
2 石下駅入口 ○
3 石下中央 ○
4 本石下 ○
5 石下中学校入口 ○
6 上石下入口 ○
7 廣澤精機製作所 ○
8 原宿 ○
9 宮田 ○

10 原 ○
11 羽子 ○
12 千代川局前 ○
13 本宗道 ○
14 田下南 ○
15 小島 ○
16 峰 ○
17 二高前 ○
18 仲町 ○
19 上町 ○
20 上町東 ○
21 栗山 ○
22 下妻駅 ○

停留所名 石下駅～下妻駅
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②コミュニティバスの運行概要 

■再編後の路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
＜再編後の路線図＞コミュニティバス 
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①コミュニティバス 運行概要 ［運行系統の新設］ 

項目 内容 

運 行 趣 旨 

（サービス内容） 

 

利用対象者 

買物、通院 

（水海道駅周辺またはは石下駅周辺の市街地） 

買物、通院（ルート沿線の施設等） 

運行系統 ●系統 

期間・曜日 通年 

運行時間帯 
平日  ：●時台～●時台 

土日祝日：●時台～●時台 

運行回数 平日：●便 土日祝日：●便 

運 行 事 業 者 未定 

事 業 の 種 類 一般乗合旅客自動車運送事業 

運 送 の 態 様 路線定期運行 

起終点・運行距離 

（ 最 長 区 間 ） 

●～●～● 

●ｋｍ 

各 系 統 の 概 要 旧 新（赤字は変更箇所） 

系
統
１ 

届出の運行系統 番号  番号 00000 

起点   

主な経由地   

終点   

キロ程   

期間・曜日等   

運行時間帯   

運行回数   

届出内容   

総 停 留 所 数   

車 両 

（最大値） 
 ●●● 

運 賃  ●●● 
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③ふれあい号の運行概要 

項目 内容 

主要 

運行経路 
■市内全域【現状維持】 

運行事業者 
・関鉄タクシー株式会社、松並タクシー有限会社、有限会社三妻タクシー、 

水海道ハイヤー有限会社、石塚タクシー有限会社 

運行形態 
・一般乗合旅客自動車運送事業 

・区域運行 

運行日 ■通年、平日【現状維持】 

運行時間帯 ■全地域 ：8 時台～1６時台【現状維持】 

運行便数 
・9 便（1 時間に 1 便）【現状維持の場合】 

・見直しを検討【一部効率化の場合】 

運賃 
・250 円（一律運賃）【現状維持の場合】 

・見直しを検討【一部効率化の場合】 

使用車両 ・セダン型車両【現状維持】 
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■一部車両のＡＩ化検討 

・現在のふれあい号は、市内全域を網羅する利便性が高い公共交通となっているが、事前

の予約が手間などの課題があるとともに、乗合率が低いという課題がある。一方で、現

在、全国各地において、AI 乗合タクシーの導入が進んでおり、常総市においても、乗合

タクシーの利便性向上及び効率化に向けて、AI 乗合タクシーの事例調査を進めていき、

常総市の地域特性に AI 乗合タクシーがマッチするのか、どのシステムであればマッチす

るのかなどを検討していくことが考えられる。 

・全車両に AI を導入するのではなく、一部の車両に下記のような AI システムを導入する

ことが考えられる。 

 

※AI 乗合タクシーとは 

乗りたいときに、行きたい場所まで、自由に移動できる公共交通システム。AI（人工知

能）を使い、リアルタイムに発生する「乗降リクエスト」から、最適なルート及び乗り合

わせ（乗り合せる組合せ）を判断する。 

複数の移動ニーズに同時に対応することが可能なため、車両稼働率の向上が図れるシス

テムとして期待されている。 

利用者は、従来の電話予約に加えて、スマートフォンを利用した予約も行うことができ、

事前予約のしやすさという効果もある。 

 

【一部事例】 
 のるーと Via チョイソコ AI 運行バス 

提供企業 
ネクスト・ 

モビリティ 

Via Mobility 

Japan 

アイシン NTT ドコモ 

国内実績 
・福岡市 

・塩尻市 他 

・会津若松市 

・茅野市 他 

・鴨川市 

・豊明市 他 

・大子町 

・前橋市 他 

乗降拠点指

定方式 

・AI 指定型 

・実績 250 名 
・AI 指定型  ・手動指定型  ・手動指定型  

予約方法 
・リアルタイム 

・事前予約 

・リアルタイム 

・事前予約 

・リアルタイム 

・事前予約 

・リアルタイム 

・事前予約 

現金以外の

決済対応 

・IC カード 

・クレカ 

・IC カード 

・クレカ 
（現金のみ） （現金のみ） 

運賃 
・距離別 

・一律 

・距離別 

・一律 
・一律のみ ・一律のみ 

操作 

容易性 
・２タップ ・２タップ ・６タップ ・８タップ 

その他   ・地元の商業施設

との連携 
・Web 連携 

 

 

  



-27- 

【事例】大子町の NTTドコモの AI乗合タクシーの予約画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大子町 HP 
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【事例】NTTドコモの AI乗合タクシーのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：NTT ドコモ HP
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（５）市民協働のあり方の検討 
 

本計画の施策・事業について、市民の意見を把握する必要があります。考えられる案とし

て以下のような方法があり、これらは茨城県内及び関東地域の市町村において実施した事例

があります。 

その時々の課題に応じ、適切な手法で市民の意見を施策・事業に反映させます。 

 

■案① 常総市全体など不特定多数に対する公共交通全般の調査 

 ・常総市民全体に対して調査等を行い、地域公共交通についてご意見をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

■案② 自治会長や民生委員などに対する交通弱者の調査 

 ・市民の実情を把握している自治会長や民生委員などに対して、移動手段で悩んでいる市

民がいるか、どのような課題があるかについてご意見をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

■案③ ふれあい号利用者に対する調査 

・実際にふれあい号を利用している市民に対して調査等を行い、ふれあい号の利便性向上

や効率化について、ご意見をいただきます。 

 

 

 

 

 

■案④ コミュニティバス沿線地域の市民に対する調査 

・コミュニティバスの沿線地域の市民に対して調査等を行い、コミュニティバスの運行ル

ートや運行時間帯について、ご意見をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

  

＜具体的な方法＞ 

●市民を公募して 1 箇所に集まっていただいてグループインタビューを実施する方法 

●既存のイベント等の中で時間を少しいただいてグループインタビューを実施する方法 

＜具体的な方法＞ 

●集客施設で待機して来訪者に声をかけてアンケートを実施する方法 

●QR コードや URL が入ったチラシを掲示もしくは配布し Web 上でアンケートを実施

する方法 

＜具体的な方法＞ 

●自治会長や民生委員に対して紙媒体のアンケート調査票を配布して実施する方法 

●自治会長や民生委員に 1 箇所に集まっていただいてグループインタビューを実施する

方法 

＜具体的な方法＞ 

●定期的に利用している市民を訪問し，インタビューを実施する方法 

●利用者ランキング上位者に、紙媒体のアンケート調査票を配布して実施する方法 
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５．事業の実施に必要な資金の額・調達方法 

 

利便増進事業に必要な資金の額および調達方法について、以下のとおり設定します。 

事業 
事業費（千円/年） 調達方法 実施年度 

総事業費 内訳 調達主体 補助金等  

コミュニティバスの 

新規運行 
  常総市  

令和５年度～ 

乗合タクシーの 

維持・効率化 

40,000 32,000 常総市  

 8,000 常総市 国補助(フ) 

路線バスの再編 

    

   国補助(幹) 

国補助（フ）・・・地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金 

国補助（幹）・・・地域間幹線系統統確保維持費国庫補助金 
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６．事業の効果 

 

地域公共交通計画における目標達成に向け、利便増進事業による効果を整理します。 

事業 事業の効果 
地域公共交通計画 

との関連 

コミュニティバスの 

新規運行 

●利便性の向上 

・市外にアクセスできる鉄道や路線バスに接続す

るコミュニティバスを運行することで、常総市

から市外および市外から常総市への移動の利

便性を確保する。 

・地域内移動について、現在の交通モードに加え

コミュニティバスでも移動することが可能と

なることで、市民の外出機会の増加および来訪

者の移動需要に寄与する。 

・他の交通モードの整合性を図ることで、市内回

遊の利便性を確保する。 

施策① 

取組①-1，2 

乗合タクシーの 

維持・効率化 

●効率性の向上 

・自家用車の運転が困難な市民の需要に応じた移

動手段を提供する。 

施策① 

取組①-1 

路線バスの再編 

●利便性の維持 

・広域的な移動手段を確保する。 

・他の交通モードの整合性を図ることで、市内回

遊の利便性を確保する。 

施策① 

取組①-1，3 
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７．地域公共交通利便増進事業に関連して実施する事業 

 

利便増進事業に関連して実施する事業は、以下のとおりです。 

公共交通 

計画の施策 
事業内容 施策①との関連 

施策③ 

利用環境の

改善 

取組③-1：快適に公共交通を利用できる環境づくり 

・バス停の新設及びバス停位置の見直しにおいては、利用者

にとっての利便性だけではなく、安全性にも配慮しつつ、

交通事業者や沿道関係者と協議しながら、バス停の設置を

行う。 

・上屋やベンチを設置するなど、バス待ち時間の不便さや不

快感を和らげることにも配慮する。 

取組①-1，2 

取組③-2：わかりやすく、乗りやすく、親しみやすい環境づ

くり 

・コミュニティバスは利用者にとってわかりやすいようにラ

ッピング車両を導入し、地域を支える公共交通として親し

みの向上や利用促進を図る。また、運賃以外の収入源確保

の観点から、バス車両を広告媒体としたラッピングについ

ても検討する。 

・低床バスやバリアフリー対応車両の導入を検討する。 

・交通事業者の安全対策（車両や設備の整備、運転士の向上

マナー向上等）の実施状況を把握する。 

取組①-2 

施策④ 

情報提供の

充実 

取組④-1：誰もがわかりやすい公共交通マップ等の作成 

・公共交通に不慣れな人でも利用しやすいように、路線図、

バス停や駅の位置、バスの乗り方、運賃やお得なサービス

などの情報をわかりやすく示した公共交通マップを作成す

る。 

取組①-1，2，3 

取組④-2：観光情報等との情報提供の一元化 

・情報提供ツールは、公共交通に関する情報だけではなく、

観光客なども使えるような観光情報等も併せて記載する。 
取組①-1，2，3 

取組④-3：ICT 導入に向けた検討 

・バスを待つ利用者の安心感の向上や、乗り継ぎ利便性向上

に向けて、バスの現在位置や遅延状況などの運行情報をリ

アルタイムで把握・発信できるバスロケーションシステム

について、交通事業者と連携して導入を検討する。 

取組①-2 

施策⑤ 

利便性を考

慮した運行

サービスの

提供 

取組⑤-1：気軽に利用できる運行サービスの提供 

・自家用車からの転換を促進するため、利用しやすい運賃設

定や企画乗車券について関係者間で協議する。 
取組①-1，2 

取組⑤-2：高齢者にやさしい公共交通サービスの提供 

・福祉タクシー助成券は制度を維持するが、他の交通モード

との役割を勘案したうえで見直しを検討する。 
取組①-１ 
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施策⑥ 

モビリティ

マネジメン

トの推進 

取組⑥-1：公共交通利用に向けた意識啓発 

・高齢者や児童・生徒を対象とした出前講座の実施を検討す

るほか、広報紙等で公共交通の制度を紹介する。 
取組①-1，2，3 

取組⑥-2：高齢者の運転免許証自主返納の促進 

・免許証自主返納支援制度について、関係者間で協議し支援

内容の充実を検討する。 取組①-1 

取組⑥-3：地域等との協働による利用促進 

・区長や民生委員等と連携し、公共交通に関する情報提供や

利用促進策を検討する。 取組①-１，2，3 
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８．常総市による支援の内容 

 

 利便増進事業および利便増進事業に関連して実施する事業に関する本市の支援内容は、以

下のとおりです。 

項  目 支援内容 支援目的 

運行費の補助 

・路線バス、コミュニティ

バス、乗合タクシーに対

する運行補助を実施 

・地域公共交通を維持・確保していくため、

運行費を補助する。 

運行車両費の

補助 

・コミュニティバスの運行

車両の購入費用の補助を

実施 

・今後、地域内の公共交通の基軸となるコ

ミュニティバスの新規運行に対応する

ため、運行車両の購入を補助する。 

利用環境整備

の補助 

・コミュニティバスのバス

停留所の設置費用の補助

を実施 

・新設するバス路線の停留所の設置費用を

補助する。 

運賃施策 

・定期券運賃の設定 

・高齢者運転免許証自主返

納支援事業 

・通勤や通学での利用者のため、定期券を

発行する。 

・運転免許証を自主返納した高齢者を対象

に、公共交通の利用券等を交付する。 

各種利用促進

策の実施 

・地域公共交通計画に掲げ

る各種利用促進策を実施 

・地域公共交通計画に掲げる各種利用促進

策について、地域、交通事業者、学校、

警察、商業施設、企業等の各関係者と連

携しながら、各施策の検討及び実施を主

体的に取組む。 
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９．事業の実施スケジュール 

 

利便増進事業および利便増進事業に関連して実施する事業の実施スケジュールは、以下の

とおりです。 

利便増進事業 
R4 年度 

2022 年度 

Ｒ5 年度 

2023 年度 

Ｒ6 年度 

2024 年度 

Ｒ7 年度 

2025 年度 

取組①-1 

地域特性に対応し

た地域公共交通網

の再編 

    

取組①-2 

地域内移動を支え

る新たな公共交通

ネットワークの形

成 

    

取組①-3 

広域移動手段の維

持・確保 

    

 

関連事業 
R4 年度 

2022 年度 

Ｒ5 年度 

2023 年度 

Ｒ6 年度 

2024 年度 

Ｒ7 年度 

2025 年度 

取組③-1 

快適に公共交通を

利用できる環境づ

くり 

    

取組③-2 

わかりやすく、乗り

やすく、親しみやす

い環境づくり 

    

取組④-1 

誰もがわかりやす

い公共交通マップ

等の作成 

    

取組④-2 

観光情報等との情

報提供の一元化 

    

取組④-3 

ICT 導入に向けた

検討 

    

取組⑤-1 

気軽に利用できる

運行サービスの提

供 

    

コミュニティバス運行 
関係者との協議・ 

調整 

関係者との協議・ 

調整 
路線バス、ふれあい号の再編 

広域路線バスの運行を維持 

必要に応じて交通事業者や関係市と協議・調整 

関係者との協議・ 

調整 

ラッピング実施 

低床ﾊﾞｽ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応車両の導入 

作成 運行内容の変更等に合わせて見直し 

作成 運行内容の変更等に合わせて見直し 

関係者との協議・ 

調整 

関係者との協議・ 

調整 

関係者との協議・ 

調整 

協議・調整を踏まえて、 

バス停の新設・移設、上屋等の設置 

 

協議・調整を踏まえて、 

導入可能であれば導入 

協議・調整を踏まえて、順次実施 
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取組⑤-2 

高齢者にやさしい

公共交通サービス

の提供 

    

取組⑥-1 

公共交通利用に向

けた意識啓発 

    

取組⑥-2 

高齢者の運転免許

証自主返納の促進 

    

取組⑥-3 

地域等との協働に

よる利用促進 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施 

必要に応じて関係者と協議・調整 

継続的に実施 実施内容の検討 

継続的に実施 

必要に応じて関係者と協議・調整 

実施内容の検討 継続的に実施 
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